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研究要旨 

【背景・目的】 

終末期医療の質の定量的な評価には国内外から高い関心が寄せられている。The Economist 

Intelligence Unitによれば、日本の Quality of Death Index（total score）は 40カ国

中 31位に位置づけられており、国レベルで終末期医療の質を把握する意義は大きい。本研

究では、国際統計や先行研究等で報告されている終末期医療の質指標を、NDBデータを用い

て把握する可能性を検討することを目的とした。 

【対象・方法】 

The Economist Intelligence Unit の Quality of Death Index、海外の先行研究における終

末期医療の質の構造、プロセス、アウトカム指標に関して文献調査を行い、NDB 特別抽出デ

ータに含まれる項目から各指標を定義、算出する研究の実施可能性を検討した。 

【結果】 

終末期医療の質のドメインとして、1）終末期患者の症状管理、2）患者・家族の精神的、実

務的サポート、3）患者・家族中心の意思決定、4）スピリチュアルサポート、5）ケアの持

続可能性、6）医療従事者に対する精神的、組織的サポート、が提案されており、各ドメイ

ンの構造、プロセス、アウトカム評価が行われていた。この内 NDBレセプトから把握可能な

指標は、1）終末期患者の症状管理の構造、プロセス指標（緩和ケア、鎮痛剤による疼痛管

理状況等）、3）患者・家族中心の意思決定のアウトカム指標（死亡一定時間前の人工呼吸の

中断、心肺蘇生の不実施等）と想定された。 

【結論】 

本研究では、NDB データを用いて評価可能な終末期医療の質指標を検討した。現状では NDB

レセプトデータから把握可能な指標は限られており、いずれも過小評価、過大評価の可能性

がある。今後、終末期医療に関する診療報酬制度の改定や、NDB と介護データベースとの連

結等により、終末期医療に関する基幹統計の充実が可能と考えられた。 
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A 背景・目的 

A.1 背景 

超高齢社会において終末期医療体制の構築は重要

な課題である。OECD Health Dataにおいても、各国の

医療機関内の死亡者割合が公表されており、終末期医

療の基幹統計の重要性は高い。本邦の終末期医療に関

しては、NDBサンプリングデータを用いた研究から、、

2012 〜2014 年各年10月に死亡した65歳以上高齢者

の死亡前 7 日間における、心肺蘇生、気管内挿管の実

施割合とその経年的な変化に関する報告がある(1)。

NDB を用いることで国レベルの終末期医療の実態把握

が可能であるが、質の高い医療、介護サービス提供の実

現に向けては、今一歩踏み込んだ情報が必要である。 

近年、Quality of Lifeに加えて、Quality of 

Death（死の質）に大きな関心が寄せられており、

Quality of Deathを構成する要素として、終末期医療

や介護サービスのあり方、療養環境、終末期患者の身

体的、精神的状態の評価が提案されている(2)。英国

のEconomistの調査部門であり、諸外国の政治、経

済、医療等に関する指標一覧を発表しているThe 

Economist Intelligence Unitは、Quality of Death 

Indexを公表している(3)。日本は40カ国中31位に位

置づけられており、今後、国レベルで終末期医療の質

を把握し、そのランク付の妥当性や、質の高い死の実

現に向けた課題を検討する意義は大きい。これまでの

先行研究では、主に、終末期の癌患者やICU入院患者

を対象として、終末期医療の質指標の開発、評価が行

われおり、今後NDBデータの活用が期待される。 

B 目的 

本研究は、NDBレセプトデータから、国際統計や先

行研究等で報告されている終末期医療の質指標を定義、

把握する研究の実施可能性を検討することを目的とし

た。 

C 研究方法 

 The Economist Intelligence Unitが公表してい

る死の質指標（Quality of Death Index）、ならびに、

終末期医療の質の評価に関する海外の先行研究の文献

調査を行った。終末期医療の質評価の先行研究は、

pubmedデータベースのキーワード検索で該当論文を抽

出した。 

D 研究結果 

D.1 終末期医療の質指標 

pubmedデータベースのキーワード検索の結果、4編

を本研究の参考資料として選定した(4-7)。この4編と

The Economist Intelligence Unitによる「Quality of 

Death Index」では、終末期医療の質のドメインとして、

1）終末期患者の症状管理、2）患者・家族の精神的、実

務的サポート、3）患者・家族中心の意思決定、4）スピ

リチュアルサポート、5）ケアの持続可能性、6）医療従

事者に対する精神的、組織的サポートが提案されてお

り、各ドメインの医療の構造、プロセス、アウトカム評

価が行われていた。（表１） 

終末期患者の症状管理については、終末期に特有の

症状管理に関する指針やプロトコル、終末期患者の家

族や友人による面会に関するルール、ナーシングサー

ビスの継続的な利用を実現するための指針、終末期ケ

アの評価、改善を行うための指針をもっているか、等が

構造指標となっていた。プロセス指標は、死亡前24時

間以内の疼痛管理、せん妄管理、アドバンスディレクテ

ィブ、リビング・ウィル、スピリチュアルサポートの有

無等であった。アウトカム指標は、死の質に影響を与え

うるイベントとして、死亡前一定時間内における、侵襲

的人工呼吸、 蘇生措置の差し控えまたは中断、せん妄

症状、疼痛症状、家族を含む重要な人との面会、等が評

価されていた。 
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表1. 終末期医療の質のドメインと指標の例 

注）出典：Kruser JMら（JAMA Netw Open. 2019）に掲載の表を一部改変 

終末期医療の質のドメイン 構造 プロセス アウトカム 

1）終末期の症状管理 

 終末期患者の症状管

理、人工呼吸の中断

に関する指針、プロ

トコル 

 緩和ケアの利用可能

性 

 

 死亡前 24 時間以内

の疼痛管理 

 死亡前 24 時間以内

のせん妄管理 

 緩和ケアの実施 

 せん妄症状 

 疼痛症状 

2）患者・家族の精神的、実務的サポ

ート 

 終末期患者の面会訪

問に関するルール 
 

 家族を含む重要な人

との面会 

3）患者・家族中心の意思決定 
 事前意思表示に関す

る指針 

 アドバンスディレク

ティブ 

 リビング・ウィルの

実施 

 死亡前一定時間内に

おける侵襲的人工呼

吸の抜管または中断 

 蘇生措置の不実施 

4）スピリチュアルサポート 
 スピリチュアルサポ

ートの利用可能性 

 死亡前のスピリチュ

アルサポートの提供 
 患者満足度 

5）終末期ケアの持続可能性 

 ナーシングサービス

の継続的な利用を実

現するための指針 

 ナーシングサービス

の継続的な提供 
 

7）医療従事者に対する精神的、組織

的サポート 

 終末期ケアの評価、

改善を行う指針 

 教育 

 倫理サポートチーム

等による意思決定支

援 

  

D.2 NDB を用いた終末期医療の質指標の把握

可能性 

 終末期医療の質指標のうち、レセプトデータから把

握可能と考えられる構造、プロセス、アウトカム指標

を検討した。 

D.2.1 終末期医療の質の構造指標 

表1に示した構造指標の例のうち、終末期の症状

管理に関する医療機関のリソース状況として、緩和ケ

アの入手可能性が把握可能と考えられた。緩和ケアに

関する診療報酬には、緩和ケア病棟入院料、緩和ケア

診療加算がある。緩和ケア病棟入院料（１，２）は、

主として末期の悪性腫瘍および後天性免疫不全症候群

の患者を入院させ，手厚い看護態勢と適切な療養環境

の下、緩和ケアを行う病棟（平成２年創設）の入院料

であり、入院期間に応じて１日あたり約3500〜5000

点 が設定されている(8)。緩和ケア診療加算は、一般

病床に入院する悪性腫瘍および後天性免疫不全症候群

の患者のうち，疼痛，倦怠感，呼吸困難等の身体的症

状または不安，抑うつなどの精神症状を持つ者に対

し、緩和ケアの専従チームによる診療が行われた場

合、入院基本料に加算される。1日あたり390点が設

定されている(8)。主な施設基準として、緩和ケアを

提供する常勤医師数、看護師数、構造設備（病棟面積

の確保、患者家族の控え室、患者専用の台所、面談

室、一定の広さを有する談話室の設置等）、緩和ケア

に関する患者・家族に対する説明を行うこと、入退棟

を判定する体制、地域の在宅医療を担う保険医療機関

等との連携、がん拠点病院または日本医療機能評価機



 

61 

 

構等の医療機能評価を受けること、等が定められてい

る（8）。 

 

D.2.2 プロセス指標 

プロセス指標としては、終末期患者の症状管理と

して、緩和ケア、疼痛管理の実施状況が把握可能と考

えられた。緩和ケアは、緩和ケア病棟入院料または緩

和ケア診療加算の請求データから把握出来る。疼痛管

理については、鎮痛薬の投与状況を把握可能と想定さ

れる。医薬品、調剤レセプトの実施日、処方量から、

鎮痛薬の中断、減量調整に関する詳細な検討も可能で

ある。ただし、評価対象を気管挿管・気管切開下の人

工呼吸管理中の患者に限定する等、過大評価を少なく

する手法を検討する必要がある（9）。せん妄管理につ

いては、現状、NDBレセプトから把握は難しいと考え

られるが、令和2年度診療報酬改定で、「せん妄ハイ

リスク患者ケア加算」が新設された。その趣旨は、一

般病棟入院基本料等を算定する病棟で、入院早期にせ

ん妄のリスク因子をスクリーニングし、ハイリスク患

者に対して非薬物療法を中心としたせん妄対策を行う

ことを評価することである。死亡直前のせん妄管理状

況の把握に用いるには限界があるが、今後、終末期医

療のプロセス指標として、活用する価値はあると考え

られる(10)。アドバンスディレクティブ、リビング・

ウィルの実施に関しては、平成20 年度診療報酬改定

で「後期高齢者終末期相談支援料」が提案されたが、

その後凍結されており(11）、現状では評価不能であ

る。ケアの持続可能性に関しては、今後、NDBレセプ

トと介護データの連結によって、評価可能になると想

定される。 

D.2.3 アウトカム指標 

患者・家族中心の意思決定ドメインのアウトカム指

標として、死亡前一定時間内における、侵襲的人工呼吸

の抜管あるいは中断、 蘇生措置の不実施は、表2に示

した医科診療行為コードと実施日データを用い、請求

状況を経時的に評価することで、終末期の人工呼吸の

中断（withdrawal）を把握可能と想定される。 

 

表2. 人工呼吸、心肺蘇生の診療行為コード 

レセ電算コード名 
レセプト電算

コード 

心肺蘇生  

非開胸的心マッサージ 140010210 

開胸心臓マッサージ 150140010 

カウンターショック（非医療従事者向け

自動除細動器を用いた場合） 
140051410 

カウンターショック（その他） 140010310 

人工呼吸  

人工呼吸器加算（陰圧式人工呼吸器） 114005510 

人工呼吸器加算（陽圧式人工呼吸器） 114006810 

人工呼吸 140009310 

人工呼吸（５時間超） 140023510 

E 考察 

本研究では、NDBレセプトデータに含まれる項目か

ら把握可能な終末期医療の質指標を検討した。レセプ

トデータの特性上、疼痛やせん妄症状、患者満足度を含

め、患者アウトカムの評価には限界がある。しかし、診

療行為や医薬品データを用いることで、緩和ケア等、終

末期患者の症状管理に関わる診療プロセス評価は、一

定程度実施可能と考えられた。ただし、算定基準、施設

基準上の制約などから、過小評価、過大評価の可能性に

は留意する必要がある。 

現状ではNDBから算出可能な終末期医療の質指標

は限られていると考えられた。しかし、今後、終末期

医療に関する診療報酬改定や、NDBレセプトと介護デ

ータの連結により、終末期の入院における医療機関、

介護施設との連携状況、在宅での終末期ケアの実施状

況、看取り等を含めた、広義の終末期ケアの質の評価

が実現可能になることも期待出来る。今後さらに、

NDBを用いた終末期医療の質指標の定義や算出手法を

検討し、診療内容の把握に留まらず、終末期医療の質

や適正性に関する議論の醸成に貢献し得る知見を出す

ことが、NDBの研究領域における課題と考えられる。 

F 結論 

本研究では、NDBのレセプトデータを用いて評価可
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能な終末期医療の質指標の例について検討した。現状

では NDB レセプトデータから把握可能な指標は限られ

ており、いずれも過小評価、過大評価の可能性がある。

今後、終末期医療に関する診療報酬制度の改定や、NDB

と介護データベースとの連結等により、終末期医療に

関する基幹統計の充実が可能と考えられた。 
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